
 

ごみステーション等維持管理事業補助金について 

 

 

豊岡市環境衛生推進協議会では、地区で管理されているごみステーショ

ンを維持管理していただくため、各区がごみステーションの修繕に要する

経費、及びごみ収集指定場所に出されたごみの小動物等による散乱防止の

経費の一部を補助しています。 

 補助要件等は裏面『ごみステーション等維持管理事業補助金交付要綱』

のとおりですので、補助を希望される場合は、申請書に必要書類（見積書

と現況写真）を添付し、事務局へご提出ください。 

なお、予算に限りがあるため、全てのご要望に添えないこともあります。

予めご承知いただいた上で、申請いただきますようお願いいたします。 

 また、事前着手は認めておりません。必ず、申請のうえ交付決定を受け

てから着手してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

【問い合わせ】豊岡市環境衛生推進協議会事務局 

豊岡市生活環境課（TEL 23-5304） 

または各振興局市民福祉課 

対象となる団体 区あるいは町内会 

対象となる施設 
地区管理のごみステーション、資源ごみ常

設回収庫 

補 助 金 の 額 
１地区当たり４万円を上限に、対象経費の

3分の 2以内（上限額４万円） 

申 込 期 限 2025 年８月 29 日（金） 

採 択 申請内容を審査のうえ、先着順とします。 



ごみステーション等維持管理事業補助金交付要綱 

 

（目 的） 

 区が管理するごみステーションの修繕又はごみ収集指定場所に出されたごみの散乱防

止の経費の一部を補助することにより、地域住民の生活環境の向上に資する。 

 

（補助対象経費） 

 補助対象経費は、市の補助対象とならない事業で、次のいずれかに該当する場合とす

る。 

(1) ごみステーション及び資源ごみ常設回収庫の修繕に要する経費 

（例：錆びた床の交換、屋根の修復など。） 

(2) ごみの収集指定場所に出されたごみの小動物等による散乱防止の経費 

   （例：ブルーシート、網目の小さいネットなど。） 

 

（補助金） 

補助金は、1地区あたり事業費の３分の２以内で当該年度４万円を上限とする。 

 

（手 続） 

(1) 補助金交付を希望する区は、予め事前に、豊岡市環境衛生推進協議会へ申請書に見

積書、現状の写真を添えて申請し、補助金の交付決定を得なければならない。 

(2) 豊岡市環境衛生推進協議会は、書類審査のうえ補助金の交付を決定する。 

(3) 事業実施した区は、事業実施の後、実施報告書並びに補助金交付請求書を提出しな

ければならない。 

(4) 豊岡市環境衛生推進協議会は、提出された補助金交付請求書に基づき補助金を支払

うものとする。 

   

附 則 

この要綱は、平成 25年５月 30日から施行する。 

 この要綱は、令和４年６月８日から施行する。 

 この要綱は、令和６年７月３日から施行する。 

 


